FAQ（よくある質問）集

小学生以下のお子様の交通費支援に関し
Q1. 「小学生以下」とはどこまで含まれますか？
A. 学会開催日時点で小学校6年生までのお子様が対象です。未就学児（乳幼児）も含みます。

Q2. 対象となる交通手段は何ですか？
A. 鉄道・新幹線・航空機・高速バスなどの公共交通機関のみが対象です。
自家用車のガソリン代、高速料金、タクシー代等は対象外です。

Q3. 未就学児で運賃がかからなかった場合は申請できますか？
A. できません。
本支援は「実際に支払った交通費」が対象です。
ただし、座席確保のために特急券や航空券を購入した場合は対象となります。

Q4. 子どもが複数いる場合、支援額はどうなりますか？
A. 1家族あたり実費で上限20,000円です。
お子様1人ごとの上限ではありません。

Q5. 支給額の端数はどうなりますか？
A. 1,000円未満は切り捨てとなります。
（例：18,500円 → 18,000円）

Q6. どのような書類の提出が必要ですか？
A. 以下の写真データ（またはコピー）が必要です。
· 交通費の支払いと使用が確認できる書類（領収書、切符、航空券半券、予約画面など）
· 年齢確認書類（健康保険証、母子手帳、住民票、パスポート等）
※ 証憑がない場合は支給できません。

Q7. 提出した個人情報はどのように扱われますか？
A. 年齢確認の目的のみに使用し、確認後は適切に廃棄・消去します。

Q8. 片道分のみでも申請できますか？
A. はい、可能です。
ただし、上限額および端数切り捨てのルールは適用されます。

宿泊費支援に関し
Q1. 子どもが添い寝で無料の場合、宿泊費の取扱いはどうなりますか？
A. 宿泊費の支出は「無し」として取り扱います。

Q2. 子ども料金の設定がある宿泊施設の場合は、どのような領収書が必要ですか？
A. 子ども料金が明確に確認できる領収書をご提出ください。

Q3. 子ども料金の設定がなく、大人と同額の場合はどうなりますか？
A. 1人あたりの宿泊料金が確認できる領収書をご提出ください。
原則として、宿泊料金の総額を宿泊人数で等分した金額を基に判断します。

Q4. 1部屋あたりの定額料金の場合は、どのように扱われますか？
A. 原則として、宿泊費の支出は「無し」として取り扱います。
※ 人数ごとの按分が明確に確認できない場合は、個別精算は行いません。

